
マイナンバーカードの申請はお早めに！

７月から取り組んできましたマイナンバーカード交付強化月間を１２月まで延長します。

マイナンバーカードを保険証として使える病院や薬局も増えてきています。

マイナンバーカードの申請方法は、市役所窓口での申請や、スマートフォン・郵送などを使用

する方法があります。また、出張申請も引き続き行っておりますのでお気軽にご相談ください。

現在実施されているマイナポイント第2弾についても、１２月末日までにマイナンバーカード

の交付申請をされた方が対象となることになりました。まだ間に合いますので、申請がお済みで

ない方はこの機会に是非マイナンバーカードをお作りください。


